
延岡市介護職員初任者研修補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護サービス事業所等における新たな人材の確保及び職員の定着

並びに介護職員のキャリアアップを促進し、もって質の高いサービス提供を図るため、

介護サービス事業所等に就業する者及び就業予定の者に対し、研修の受講にかかる費

用の一部を予算の定めるところにより補助することに関し、延岡市補助金等の交付に

関する規則（昭和 50年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 研修 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第３条第１項第１号イ及び

ロに掲げる研修であって、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 22

条の 23第１項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。 

 ⑵ 介護サービス事業所 次のアからキまでに掲げる事業を営む市内に存する事業

所をいう。 

  ア 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第８条第１項に規

定する居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業 

  イ 法第８条第 14項に規定する地域密着型サービスを行う事業 

  ウ 法第８条第 26項に規定する施設サービスを行う事業 

  エ 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与

及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）を行う事業 

  オ 法第８条の２第 12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業 

  カ 法第 115条の 45第１項第１号に規定する第１号事業を行う事業 

  キ 法第 115条の 46第１項に規定する包括的支援事業 

 ⑶ 老人ホーム 市内に存する老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の４に

規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の６に規定する軽費老人ホーム及び同法第

29 条に規定する有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律（平

成 13年法律第 26号）に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅

をいう。 

  ⑷ 介護サービス事業者 介護サービス事業所又は老人ホーム（以下「介護サービス

事業所等」という。）を経営する者をいう。 

  ⑸ 介護職員 介護サービス事業者に直接雇用され、介護サービス事業所等において



介護業務に従事している者をいう。 

  ⑹ 受講料等 研修の実施機関が定める受講料、テキスト代及び実習代をいう。ただ

し、補講に係る費用及び手数料を除く。 

⑺ 高等学校等 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に規定する全日制、定時制及

び通信制の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部並びに専修

学校の高等課程をいう。 

  ⑻ 大学等 学校教育法に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修

学校の専門課程をいう。 

  

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる者（以

下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

 ⑴ 補助金の申請をしようとする日（以下「申請日」という。）が属する年度の前年

度の４月１日以後に研修を修了した者のうち、受講料等を全額支払っている者 

⑵ 介護サービス事業所等に介護職員として就業している者又は内定を得て介護職

員として就業予定の者 

⑶ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する市町村民税、固定資産税及び国

民健康保険税並びに国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）に規定する国民健

康保険の保険料（以下「市町村民税等」という。）を滞納していない者 

⑷ 国又は本市以外の地方公共団体から受講料等に係る補助金（いかなる名称である

かを問わず、受講料等に対して交付される金銭をいう。）を受けていない者 

 ⑸ 高等学校等及び大学等の授業等において研修を受講していない者 

 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、修了し

た研修の実施機関に支払った受講料等とする。 

２ 前項の受講料等について、補助対象者が雇用されている介護サービス事業所等から

補助を受ける場合には、当該補助を受けた金額を補助対象経費から差し引くものとす

る。 

 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、５万円を上限とする。 

２ 補助金の額の総額は、各年度の予算の額を限度とする。 

  

（補助金の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書（規則様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 



 ⑴ 受講した研修の受講料等が分かるもの（研修パンフレット等） 

 ⑵ 研修の修了証明書の写し 

 ⑶ 研修の実施機関が発行した受講料等の領収書の写し 

 ⑷ 就業・内定証明書（様式。申請日の前１か月以内に発行されたものに限る。） 

 ⑸ 市町村民税等を滞納していないことを証する書類 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の補助金等交付申請書は、研修を修了した日の属する年度の翌年度末日（その

日が延岡市の休日を定める条例（平成３年条例第１号）第２条第１項に規定する市の

休日（以下「市の休日」という。）に当たるときは、その日前の最も近い市の休日で

ない日）までに提出しなければならない。 

  

（手続の特例） 

第７条 補助金の交付については、次に掲げる手続を省略するものとする。 

⑴ 規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書に添付すべき事業計画書及び

収支予算書の提出 

⑵ 規則第 12条第１項に規定する補助事業実績報告書及び収支計算書の提出 

⑶ 規則第 13条第１項の規定による補助金の額の確定 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

（令和４年度における補助対象者の特例）） 

２ 令和４年度においては、第３条第１号中「年度の前年度」とあるのは「年度」と読

み替えるものとする。 

（要綱の失効） 

３ この要綱は、令和９年３月 31日限り、その効力を失う。 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


